
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年１月12日

【四半期会計期間】 第35期第３四半期（自　2022年９月１日　至　2022年11月30日）

【会社名】 中本パックス株式会社

【英訳名】 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　河田　淳

【本店の所在の場所】 大阪市天王寺区空堀町２番８号

【電話番号】 06-6762-0431（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　羽渕　英彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市天王寺区空堀町２番８号

【電話番号】 06-6762-0431（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　羽渕　英彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

中本パックス株式会社(E31924)

四半期報告書

 1/18



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第３四半期
連結累計期間

第35期
第３四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自2021年３月１日
至2021年11月30日

自2022年３月１日
至2022年11月30日

自2021年３月１日
至2022年２月28日

売上高 （千円） 30,487,894 32,960,736 40,485,133

経常利益 （千円） 2,245,873 2,020,102 2,585,706

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 1,300,500 1,283,927 1,470,493

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,610,639 1,817,306 1,942,185

純資産額 （千円） 15,355,141 16,732,120 15,676,540

総資産額 （千円） 34,049,988 35,367,457 33,934,195

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 159.14 157.11 179.94

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 41.1 44.2 42.2

 

回次
第34期

第３四半期
連結会計期間

第35期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2021年９月１日
至2021年11月30日

自2022年９月１日
至2022年11月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 54.13 45.07

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しております。詳細については、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針の

変更）」をご参照ください。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

①　財政状態

ａ．資産

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,433百万円増加し、

35,367百万円となりました。

流動資産につきましては、現金及び預金が743百万円減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が

1,146百万円、電子記録債権が368百万円、棚卸資産が675百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計

年度末に比べ1,510百万円増加し、20,311百万円となりました。

固定資産につきましては、生産能力増強を目的とした設備投資を行ったものの、2021年10月８日開催の取締

役会において、当社の連結子会社である廊坊中本包装有限公司を解散することを決議したことに伴い、固定資

産を売却したこと等により、前連結会計年度末に比べ76百万円減少し、15,055百万円となりました。

 

ｂ．負債

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ377百万円増加し、18,635百

万円となりました。

流動負債につきましては、短期借入金が318百万円、未払法人税等が278百万円、その他が246百万円それぞ

れ減少したものの、支払手形及び買掛金が517百万円、電子記録債務が445百万円、賞与引当金が156百万円そ

れぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ296百万円増加し、15,971百万円となりました。

固定負債につきましては、長期借入金が121百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ81百万

円増加し、2,664百万円となりました。

 

ｃ．純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,055百万円増加し、

16,732百万円となりました。これは、子会社株式の追加取得等により非支配株主持分が244百万円減少したも

のの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が786百万円増加したことや、資本剰余

金が129百万円、為替換算調整勘定が404百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

 

②　経営成績

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限が緩和さ

れ、経済活動が正常化に向かい始めました。しかしながら、資源価格高騰による物価高が家計に影響を及ぼし、

ウクライナ情勢や金融資本市場の変動など下振れリスクもあり、先行きは依然不透明な状況が続くと見込まれま

す。当社グループの事業活動も、エネルギー価格高騰による製造コストの上昇やサプライチェーンの混乱による

影響を受けており、厳しい状況で推移しております。

このような状況の下、「改質エコ技術でパッケージングの世界を変える Ｎブランド製品の拡販と環境経営の

推進、原点回帰でお客様満足度を最大化する」をスローガンに、環境への負荷を低減できる開発製品の販売、原

価低減、生産効率・品質の向上に注力いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は32,960百万円（前年同期比8.1％増）、営業利

益は1,660百万円（同19.3％減）、経常利益は2,020百万円（同10.1％減）となり、親会社株主に帰属する四半期

純利益は1,283百万円（同1.3％減）となりました。

製品用途別の経営成績は次のとおりであります。
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（食品関連）

新型コロナウイルス感染症の影響も軽減され、汎用性の高いテイクアウト・デリバリー用の容器・トレー向け

商材の需要は落ち着きましたが、乳製品・総菜・豆腐用包材は好調に推移しました。また、百貨店の客足が戻り

デパ地下向け商材や菓子用包材も回復傾向にあるほか、紙包装へのニーズの高まりにより紙容器への印刷・ラミ

ネート・コーティングや生分解性ガスバリア樹脂を用いた試作等が増加したことにより、売上高は20,729百万円

（前年同期比6.0％増）となりました。利益については、インキ・溶剤・電力・燃料・副資材・運送費の高騰な

どにより製造にかかわるほぼ全てのコストが上昇しており、製品価格への転嫁は順次進めているものの、売上総

利益は2,198百万円（同8.3％減）となりました。

 

（ＩＴ・工業材関連）

部品の在庫過多などによる電子・光学用途の市況低迷により一部関連商材は減少しましたが、スマートフォン

端末、電子部品パッケージ材料向けの各種加工フィルムは新規受注などにより増加したほか、ＥＣ関連資材や製

造業向け重袋も堅調に推移しました。また、次世代電池や再生エネルギー関係向け部材などの試作も増加した結

果、売上高は5,153百万円（前年同期比21.0％増）となりました。利益については製造コストの上昇と、市況の

影響を受けた製品ミックスの変化により利益率が低下し、売上総利益は1,329百万円（同0.7％減）となりまし

た。

 

（生活資材関連）

圧縮袋関連や、まな板シート、キッチンマットなどのキッチン関係が堅調に推移したことにより、売上高は

3,538百万円（前年同期比8.2％増）となりました。利益については、円安の影響により輸入品の日本国内販売分

の利益が圧迫され、売上総利益は1,009百万円（同4.1％減）となりました。

 

（建材関連）

戸建て・集合住宅向け表面機能コーティングを施した建材は堅調に推移、壁紙向けの印刷が好調に推移した結

果、売上高は1,572百万円（前年同期比8.5％増）、売上総利益は252百万円（同12.7％増）となりました。

 

（医療・医薬関連）

病院関連では輸液関係包材が堅調に推移しましたが、貼付剤関連で先発医薬品が昨年より減少しジェネリック

中心になったことや薬価改定などにより販売単価が下落したこと、一部の製品で原材料が高騰した結果、売上高

は995百万円（前年同期比1.1％減）、売上総利益は204百万円（同11.8％減）となりました。

 

（その他）

化学メーカー向け機械販売による一過性の売上があったことにより、売上高は971百万円（前年同期比2.9％

増）、売上総利益は125百万円（同33.4％減）となりました。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、46,837千円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 25,320,000

計 25,320,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2022年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（2023年１月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,173,320 8,173,320
東京証券取引所

プライム市場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。

なお、単元株式数は

100株であります。

計 8,173,320 8,173,320 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年９月１日～

2022年11月30日
－ 8,173,320 － 1,057,468 － 721,606

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2022年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 1,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,160,100 81,601

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 12,220 － －

発行済株式総数  8,173,320 － －

総株主の議決権  － 81,601 －

　（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式67株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

　中本パックス㈱

大阪市天王寺区空堀町２番

８号
1,000 － 1,000 0.01

計 － 1,000 － 1,000 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から2022

年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,881,766 4,138,438

受取手形及び売掛金 ※２ 7,445,477 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 8,591,756

電子記録債権 ※２ 1,938,071 2,307,017

商品及び製品 2,592,447 3,029,869

仕掛品 591,295 468,241

原材料及び貯蔵品 1,109,095 1,469,875

その他 249,493 312,430

貸倒引当金 △6,151 △6,001

流動資産合計 18,801,496 20,311,627

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,422,501 6,378,476

機械装置及び運搬具（純額） 2,633,976 2,628,176

土地 3,138,364 3,138,364

その他（純額） 952,780 968,291

有形固定資産合計 13,147,623 13,113,308

無形固定資産 378,068 367,065

投資その他の資産   

その他 1,634,253 1,602,701

貸倒引当金 △27,245 △27,245

投資その他の資産合計 1,607,007 1,575,455

固定資産合計 15,132,699 15,055,830

資産合計 33,934,195 35,367,457
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 4,237,559 4,754,806

電子記録債務 ※２ 3,743,291 4,188,492

短期借入金 5,005,923 4,686,941

１年内返済予定の長期借入金 677,386 698,953

未払法人税等 588,636 310,453

賞与引当金 221,977 378,120

その他 1,200,077 953,435

流動負債合計 15,674,852 15,971,203

固定負債   

長期借入金 1,845,177 1,966,507

退職給付に係る負債 171,153 164,752

その他 566,471 532,873

固定負債合計 2,582,802 2,664,133

負債合計 18,257,655 18,635,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,057,468 1,057,468

資本剰余金 1,166,402 1,296,351

利益剰余金 11,356,927 12,143,794

自己株式 △1,101 △1,101

株主資本合計 13,579,696 14,496,513

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 126,580 101,363

繰延ヘッジ損益 △89 14,466

為替換算調整勘定 607,472 1,012,458

退職給付に係る調整累計額 18,785 7,986

その他の包括利益累計額合計 752,748 1,136,274

非支配株主持分 1,344,095 1,099,332

純資産合計 15,676,540 16,732,120

負債純資産合計 33,934,195 35,367,457
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

売上高 30,487,894 32,960,736

売上原価 25,052,700 27,840,168

売上総利益 5,435,193 5,120,567

販売費及び一般管理費 3,377,243 3,460,250

営業利益 2,057,950 1,660,317

営業外収益   

受取利息 4,357 7,020

受取配当金 9,744 13,210

受取地代家賃 24,906 26,033

為替差益 101,870 262,488

その他 133,458 135,113

営業外収益合計 274,337 443,866

営業外費用   

支払利息 46,690 53,726

その他 39,724 30,354

営業外費用合計 86,414 84,080

経常利益 2,245,873 2,020,102

特別利益   

固定資産売却益 － 74,853

特別利益合計 － 74,853

特別損失   

固定資産除却損 1,789 49,352

減損損失 29,490 －

特別退職金 128,496 －

特別損失合計 159,775 49,352

税金等調整前四半期純利益 2,086,098 2,045,603

法人税等 701,518 664,794

四半期純利益 1,384,579 1,380,809

非支配株主に帰属する四半期純利益 84,079 96,881

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,300,500 1,283,927
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

四半期純利益 1,384,579 1,380,809

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,845 △26,566

繰延ヘッジ損益 5,823 28,539

為替換算調整勘定 255,084 445,322

退職給付に係る調整額 △5,002 △10,798

その他の包括利益合計 226,059 436,497

四半期包括利益 1,610,639 1,817,306

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,491,485 1,667,454

非支配株主に係る四半期包括利益 119,153 149,852
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会

計基準等の適用による主な変更点は下記のとおりです。

 

(1）代理人取引に係る収益認識

商品の仕入れ販売に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又は

サービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純

額で収益を認識する方法に変更しております。

(2）変動対価に係る収益認識

製品販売におけるリベート等の変動対価は、従来は、金額確定時に売上高から控除しておりましたが、取

引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価

格に含める方法に変更しております。

(3）返品権付き販売に係る収益認識

返品される可能性のある製品販売取引について、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定め

に従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。

(4）一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益認識

工事契約に関して、従来は、検収基準で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が充

足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたり収

益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、各報告期間の期末

日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、

契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約に

ついては代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収

益を認識しております。

(5）有償支給に係る収益認識

有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買

い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は270,608千円減少し、売上原価は235,400千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ35,208千円減少しております。また、受取手形、売掛金

及び契約資産は11,666千円増加し、商品及び製品は48,387千円増加し、仕掛品は8,532千円減少し、流動資産の

その他は3,533千円増加し、流動負債のその他は59,078千円増加し、利益剰余金の当期首残高は25,963千円増加

し、非支配株主持分の当期首残高は3,852千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度

について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間

に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（2022年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年11月30日）

受取手形裏書譲渡高 29,177千円 42,187千円

 

※２　期末日満期手形等

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、前連

結会計年度においては、連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が前

連結会計年度の期末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（2022年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年11月30日）

受取手形 13,270千円 －千円

電子記録債権 6,420 －

支払手形 28,664 －

電子記録債務 15,302 －

 

３　当社及び連結子会社（株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック、滄州中本華翔新型

材料有限公司）においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結し

ております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年２月28日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年11月30日）

当座貸越極度額の総額 7,326,526千円 6,776,643千円

借入実行残高 4,844,477 4,499,890

差引額 2,482,049 2,276,752

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年11月30日）

減価償却費 967,674千円 979,693千円

のれんの償却額 21,479 21,479
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月25日

定時株主総会
普通株式 236,995 29.00 2021年２月28日 2021年５月26日 利益剰余金

2021年９月10日

取締役会
普通株式 236,995 29.00 2021年８月31日 2021年11月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月25日

定時株主総会
普通株式 269,684 33.00 2022年２月28日 2022年５月26日 利益剰余金

2022年９月12日

取締役会
普通株式 253,339 31.00 2022年８月31日 2022年11月10日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

当社グループは、印刷関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載をしておりません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

当社グループは、印刷関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載をしておりません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

製品用途
当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年11月30日）

食品関連 20,729,666

ＩＴ・工業材関連 5,153,562

生活資材関連 3,538,152

建材関連 1,572,014

医療・医薬関連 995,393

その他 971,947

顧客との契約から生じる収益 32,960,736

その他の収益 －

外部顧客への売上高 32,960,736
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年11月30日）

１株当たり四半期純利益 159円14銭 157円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 1,300,500 1,283,927

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
1,300,500 1,283,927

普通株式の期中平均株式数（株） 8,172,253 8,172,253

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2022年９月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　253,339千円

(2）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　31円00銭

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　2022年11月10日

（注）2022年８月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払を行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

中本パックス株式会社(E31924)

四半期報告書

16/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年１月12日

中本パックス株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 坂井　俊介

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗原　裕幸

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中本パックス株

式会社の2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から2022年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中本パックス株式会社及び連結子会社の2022年11月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 

 

 

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
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うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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